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検証に係る検討の進め方について

新たな基準に沿った検証の対象事業に選定 （H21.12.25）

検証に係る検討の指示

（H22.11～12）利水参画の意思確認

（H22.9.28）

検討の場の設置

（H22.12.22開催）流域の概要、複数の対策案の考え方 第１回（幹事会）

（H22.12.22）

複数の利水・流水対策案の立案 等 （H23. 4.27開催）第２回（幹事会）

パブリックコメント （H23. 6. 3～H23. 7. 2 実施）

検討の場（第１回） （H23. 6. 1 開催）

利水：11対策案
流水：10対策案流水 対策案

○ 構成員から頂いた対策案に関するご意見
及び検討主体の考え方

○ パブリックコメントで頂いた対策案に関する
ご意見及び検討主体の考え方

今回ご説明する内容

○ 概略評価により利水・流水対策案を抽出
○ 検証ダム事業等の点検

ご意見及び検討主体の考え方

学識経験を有する者 関係住民 関係地方公共団体○ 検証ダム事業等の点検
○ 利水・流水対策案を評価軸ごとに評価
○ 目的別の総合評価
○ 検証対象ダムの総合的な評価

学識経験を有する者、関係住民、関係地方公共団体
の長、関係利水者からの意見聴取

注 ・「利水」とは新規利水、「流水」とは流水の正常な機能の維持を指す。
・各対策案の数には、現計画（導水路案）を含む

対応方針（案）の決定


